
 

地方公共団体名 北本市（埼玉県） 担当部署 市民経済部くらし安全課 

実施段階 調達方針策定段階 取組内容 調達方針の策定 

 

北本市は、調達方針として「北本市グリーン購入推進指針」を定め、具体的な取組手順や事務的に必

要な事項を「北本市グリーン購入ガイドライン」として取りまとめ、必要に応じて見直しを行っていま

す。ガイドラインでは、グリーン購入の手順（フロー図）とよくあるＱＡ、各品目の判断の基準とその

見分け方、集計単位等を一覧表にし、誰でも調達に際してグリーン購入が実施できるような資料となっ

ています。 

 

平成２６年度版平成２６年度版平成２６年度版平成２６年度版    北本市グリーン購入ガイドライン（一部抜粋）北本市グリーン購入ガイドライン（一部抜粋）北本市グリーン購入ガイドライン（一部抜粋）北本市グリーン購入ガイドライン（一部抜粋）    

 

  

 

 

 



 

 

よくある質問（Q＆A） 

Q 判断の基準、配慮事項、品目個別の配慮事項とありますが、全てを満たさなければ不適合にな

るのでしょうか？ 

A 判断の基準は基準を満たさないと不適合となります。配慮事項、品目個別の配慮事項は、あく

まで購入にあたり配慮することが「望ましい」事項です。したがって、配慮事項を満たさなく

ても、判断の基準を満たしていれば適合扱いになります。 

Q ○○を購入したいのですが、グリーン購入ガイドラインに○○が載っていません。 

A その製品は北本市グリーン購入の対象外です。したがって、購入にあたって報告書への記載な

どの義務はありません。（報告書には記載しないでください。） 

 

 

  



 

  

※北本市公開の資料を掲載しています。 

ＵＲＬ：http://www.city.kitamoto.saitama.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/10/green_guideline.pdf 


